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受験後に、下記書類①～④を教育委員会学校教育課へ提出。ただし、在籍中学校で団体受験する場合は、③検定料の支払を証する書類の写しの添付不要。
1 井原市英語検定料補助金交付申請書
2 受験した結果が分かる書類の写し（個人成績表・検定結果通知・合格証明書のいずれかの写し）
3 検定料の支払を証する書類の写し（領収書、支払い完了メールのスクリーンショット、クレジットカードのご利用明細等）　
4 （同一年度内に２回目の補助を申請される場合のみ）１回目に受験した「合格証明書」の写し



井原市電子申請システム、郵送、窓口のいずれかの方法で補助金の申請をすることができます。
 電子申請する場合　　　　　
　　１　井原市HP　実用英語技能検定（英検）の検定料補助制度に掲載の外部リンクから
井原市電子申請にアクセスしてください。下記QRコードからもアクセスできます。
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　　２　個人情報等必要事項の入力のほか、
1 英語検定料補助金交付申請書、②受験した結果が分かる書類の写し、③領収書の写し
(在籍中学校で受験する場合は提出不要)、④(同一年度内に２回目の補助を申請する場合)
１回目に受験した「合格通知書」の写しを添付して申請してください。
　　　　㊟事前に必要書類を電子データ化してお申し込みください。　
郵送する場合
　　申請書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。

	〒715-8601　井原市井原町311番地1
　井原市教育委員会学校教育課　英語検定料補助事業担当　宛


窓口へ申請する場合
　　　教育委員会学校教育課へ申請書類一式を提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    ・受験当日の欠席については、補助対象になりませんのでご注意ください。
　　・受験しなかった場合、検定料支払い済みでも補助対象となりません。
　　・申請は当年度内に受験したものに限り、年度を遡っての申請はできません。

Ｑ１．「井原市英語検定補助金交付申請書」はどこでもらえますか。
Ａ１．年度当初に中学校を通じて配布しています。
また、井原市ホームページからダウンロードできるほか、井原市教育委員会学校教育課で
もお渡しします。
※申請書やその他の詳細はQRコードからご確認ください。
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Ｑ２．学校からではなく、英検協会に直接申し込みましたが、補助対象になりますか。
Ａ２．公益財団法人日本英語検定協会や契約書店等へ個人で直接申し込んだ場合も対象となります。
Ｑ３．１次試験のみ受験しましたが、補助対象になりますか。
Ａ３．１次試験のみの受験でも補助対象になります。
　　　　 

Ｑ４．英検S-ＣＢＴ受験も補助対象になりますか。
Ａ４．英検S-ＣＢＴ受験については対象外です。

　　井原市教育委員会学校教育課　
電話：0866(62)9532　　E-mail：gkyoiku@city.ibara.lg.jp

令和７年度の変更点をお知らせします。


（変更点①）補助率が１/2


（変更点②）申請書類の提出先⇒教育委員会


（変更点③）「電子申請システム」で受付可








井原市では、英語力の向上を図ることを目的として、実用英語技能検定（英検）の検定料の一部を補助しています。


　対　 象　：　市内の中学校に在籍する、英検を受験した生徒の保護者


　対象となる級　：　実用英語技能検定（５級、４級、３級、準２級、準２級プラス、２級、準１級、１級）


 補 助 額　：　英検に係る検定料の半額（１００円未満切り捨て）　


　補助回数　：　生徒１人につき年度内に１回


　　　　　　　　　※１つの級に合格した方で、その年度内に上位の級を受験する場合は、もう１回助成（最大２回）


申請期限　：　受験年度の３月３１日まで　





令和7年度から、英検の受験結果の写しの提出が必要になります。
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